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平 成 2 8 年 第 ３ 回 笠 置 町 議 会 会 議 録 

平成28年９月14日～平成28年９月28日 会期15日間 

議  事  日  程  （第１号） 

平成28年９月14日 午前９時30分開議 

第１  会議録署名議員の指名 

第２  会期の決定 

第３  諸般の報告 

第４  認定第１号 平成27年度笠置町一般会計決算認定の件 
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第８  認定第５号 平成27年度笠置町後期高齢者医療特別会計決算認定の件 

第９  議案第31号 平成28年度笠置町笠置会館耐震補強改修及び大規模修繕工事請負契約の 

          締結の件 
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    開  会   午前９時３０分 

議長（杉岡義信君） 皆さん、おはようございます。 

  ことしは、例年になく猛暑が続きまして、９月に入ってもまだ厳しい暑さが続いておりま

す。体調を崩さないようお祈り申し上げます。 

  本日、ここに平成２８年第３回笠置町議会定例会が招集されましたところ、御出席いただ

きまして御苦労さまでございます。 

  平成２４年１１月７日の改選後の初議会が開催され、それから早くも４年の任期が目の前

に迫り、きょう、ここに任期終了の最終の定例会が開催されました。４年間を振り返ります

とさまざまな思いが胸中を去来し、まことに感無量でございます。 

  議会議員選挙も１０月２３日に施行されることが決まりました。本日御出席の議員各位に

は、そろって再度の出馬をされるものと思います。どうか選挙後もこの議場でお会いしたい

と思います。各位の御健闘をお祈り申し上げます。 

  本定例会に提案されます案件について慎重な御審議をいただくとともに、議会運営に格別

の御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  ただいまから平成２８年９月第３回笠置町議会定例会を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、６番議員、西岡良祐君及び７番議

員、石田春子さんを指名します。 

  以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月２８日までの１５日間としたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 異議なしと認めます。会期は本日から９月２８日までの１５日間に決定

しました。 

──────────────────────────────────── 
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議長（杉岡義信君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  議会報告を行います。 

  去る７月１４日、１５日両日、府町村議会議長管内視察研修が開催されまして、出席いた

しました。府内の先進的な取り組みを研修することにより見識を深め、町村の諸施策に反映

させるとともに、今後の町村自治のさらなる振興に資する研修でありました。 

  ７月２２日、京都ルビノ堀川におきまして京都府町村議会議員研修会が開催されまして、

議員が出席いたしました。地方公共団体の果たす役割の重大さを十分に認識し、地域住民の

代表として地方自治の本旨に基づき、町村議会の責務と役割の重大さを自覚するとともに、

地方自治の発展に尽くし、議員としての資質のさらなる向上及び情報収集に図る研修であり

ました。 

  ９月５日、京都市におきまして町村議会議長会主催により府政懇談会が開催されまして、

出席いたしました。京都府知事初め副知事、府幹部の出席のもと、各町村の要望を行いまし

た。 

  笠置町の要望につきましては、地方創生に関する事項と防災、安心・安全対策について要

望を行いました。 

  また、山城地区議長連絡協議会より、国と府へ国道１６３号線にかかわる歩道整備及び拡

幅、改良等の早期完成並びにＪＲ関西本線の列車体系の維持と利便性の確保と整備促進につ

いて及び府道笠置山添線の改良と拡幅の早期完成について要望を行いました。 

  それに伴いまして、議会会議規則第１２９条の規定により議員派遣を行いました。以上、

議会報告といたします。 

  なお、議会運営上、議会運営につきまして、今定例会におきまして、不穏当な発言があっ

た場合には、後日会議録を調査して善処いたします。 

  次に、町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、ここに平成２８年第３回笠置町議会定例会を招集しましたところ、議員各位には御

多用のところ全員の出席を賜り厚く御礼申し上げます。 

  ようやく夏の暑さも和らぎ、朝晩は過ごしやすい気候となってまいりましたが、まだまだ

日中は残暑も厳しく、皆様におかれましては体調管理に十分御留意いただきたいと存じます。 

  行政報告の前に、８月下旬から９月上旬にかけまして、東北・北海道地方や九州地方を襲

った台風により被害を受けられました皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日
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も早い復旧を心からお祈り申し上げます。 

  当町におきましては、幸いなことに昭和６０年以降大きな被害は発生しておりませんが、

地すべりの発生しやすい地形であり、土砂災害警戒区域も多くありますので、これからシー

ズンを迎える台風や洪水などの自然災害に対して十分な注意と対策について、いま一度確認

する必要があると感じております。 

  それでは、町政の状況について御報告をさせていただきます。 

  まず、地方創生について報告させていただきます。 

  ８月１日に、わかさぎの羽ばたくまち笠置創成委員会を開催し、平成２７年度に実施しま

した地方創生先行型事業について事業実施の効果検証をしていただきました。翌２日には議

会総合常任委員会で報告をさせていただき、あわせて今後の取り組みに対する御意見もいた

だいたところでございます。ＰＤＣＡサイクルにより、効果的な事業実施を進めたいと考え

ております。 

  また、６月議会において地方創生推進交付金にかかわる事業について予算計上し、可決い

ただきましたが、８月３１日に、事業費３，４００万に対し１，７００万円の国庫補助金の

交付決定がありました。現在、加速化交付金事業に取り組んでおりますが、この推進交付金

事業についても年度内実施に向けて取り組んでいきますので、御協力をよろしくお願いいた

します。 

  今回、本定例会に御提案申し上げる案件は、決算認定５件、議事案件は補正予算３件を含

む５件でございます。 

  なお、決算監査につきましては、８月８日から１０日までの３日間にわたり、各課の監査

をお願い申し上げました。後ほど意見書として御説明いただけると思いますが、講評では、

町税などの未収金の取り扱いや不納欠損処分の取り扱いなどについて御意見をいただきまし

た。御指摘いただいた内容については速やかに対応していくよう指示いたすところでござい

ます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。 

議長（杉岡義信君） これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第４、認定第１号、平成２７年度笠置町一般会計決算認定の件を議

題とします。 

  本件について趣旨説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 認定第１号 平成２７年度笠置町一般会計決算認定の件について提案説
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明を申し上げます。 

  平成２７年度笠置町一般会計の歳入総額１４億７，８７９万４，３９６円、歳出総額

１３億６，８１７万９，６１１円、歳入歳出差引額１億１，０６１万４，７８５円、繰越明

許費として翌年度に繰り越すべき財源３，０３２万５，０００円、継続費として翌年度に繰

り越すべき財源１，４８４円、実質収支額８，０２８万８，３０１円、地方自治法第

２３３条の２の規定により基金に繰り入れる額は４，１００万円となっております。 

  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 本件の概要説明を求めます。会計管理者。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、認定第１号、平成２７年度笠置町一般会計決算認定の件につきまして概要説明

をさせていただきます。 

  まず、歳入から説明させていただきます。 

  決算書につきましては１ページをお願いいたします。それから参考資料につきましては

２ページとなっております。 

  説明に当たりまして、款の項目と款の項目の予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、

収入未済額、予算現額と収入済額との比較の数値を朗読して説明にかえさせていただきます。 

  なお、不納欠損額及び収入未済額の数値がゼロ円の場合は割愛させていただきますので、

御了解いただきたいと思います。 

  それでは、説明させていただきます。 

  まず、１款町税、１億５，２８７万３，０００円、１億７，１３４万７，８００円、１億

５，８３９万７，１５７円、９２万４７６円、１，２０３万１６７円、５５２万

４，１５７円。 

  ２款地方譲与税、６３５万円、６５３万７，０００円、６５３万７，０００円、１８万

７，０００円。 

  ３款利子割交付金、４１万円、３８万７，０００円、３８万７，０００円、マイナス２万

３，０００円。 

  ４款配当割交付金、８０万円、１１４万１，０００円、１１４万１，０００円、３４万

１，０００円。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金、４１万５，０００円、１０９万８，０００円、１０９万

８，０００円、６８万３，０００円。 
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  ６款地方消費税交付金、２，５００万円、３，０８４万円、３，０８４万円、５８４万円。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金、４，４００万円、４，１９９万５９９円、４，１９９万

５９９円、マイナス２００万９，４０１円。 

  ８款自動車取得税交付金、１３０万円、１９１万７，０００円、１９１万７，０００円、

６１万７，０００円。 

  ９款地方特例交付金、６万円、９万円、９万円、３万円。 

  次のページに移らせていただきます。 

  １０款地方交付税、７億４，９４０万８，０００円、７億９，４７４万５，０００円、

７億９，４７４万５，０００円、４，５３３万７，０００円。 

  １１款分担金及び負担金、４４１万８，０００円、６３２万４，９８２円、６２７万

３，５４２円、５万１，４４０円、１８５万５，５４２円。 

  １２款使用料及び手数料、１，５２７万円、１，７４２万９，０３８円、１，３９４万

８，１６８円、３４８万８７０円、マイナス１３２万１，８３２円。 

  １３款国庫支出金、２億３，２４１万１，０００円、９，１６３万９，４６１円、

９，１６３万９，４６１円、マイナス１億４，０７７万１，５３９円。 

  １４款府支出金、８，９７３万９，０００円、８，８０５万２，００４円、８，８０５万

２，００４円、マイナス１６８万６，９９６円。 

  １５款財産収入、５３０万８，０００円、５２８万４，８３６円、５２８万４，８３６円、

マイナス２万３，１６４円。 

  １６款寄附金、９５万９，０００円、９５万８，５００円、９５万８，５００円、マイナ

ス５００円。 

  １７款繰入金、２，２５８万９，０００円、２，１３６万７，１８１円、２，１３６万

７，１８１円、マイナス１２２万１，８１９円。 

  １８款繰越金、２，６４６万９，０００円、２，６４６万９，９５５円、２，６４６万

９，９５５円、９５５円。 

  ５ページに移ります。 

  １９款諸収入、７，５８５万６，０００円、７，７３９万２，９９３円、７，７３９万

２，９９３円、１５３万６，９９３円。 

  ２０款町債、１億８，３１１万５，０００円、１億１，０２６万５，０００円、１億

１，０２６万５，０００円、マイナス７，２８５万円。 
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  歳入合計は１６億３，６７５万円、１４億９，５２７万７，３４９円、１４億

７，８７９万４，３９６円、９２万４７６円、１，５５６万２，４７７円、マイナス１億

５，７９５万５，６０４円となります。 

  続いて、歳出に移らせていただきます。 

  決算書につきましては７ページとなります。 

  歳出につきましても、款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、

予算現額と支出済額との比較の数値を朗読して説明にかえさせていただきます。 

  なお、翌年度繰越額の額の数値がゼロ円の場合は割愛させていただきますので、御了承い

ただきたいと思います。 

  それでは、１款議会費、５，１５８万７，０００円、５，１０８万３，２２３円、５０万

３，７７７円、５０万３，７７７円。 

  ２款総務費、５億６，３５４万５，１４３円、４億４，２１８万３，２４０円、１億

２９２万５，８４０円、１，８４３万６，０６３円、１億２，１３６万１，９０３円。 

  ３款民生費、３億５，８８４万１，０００円、３億３，９０３万９，９１４円、５４０万

６４４円、１，４４０万４４２円、１，９８０万１，０８６円。 

  ４款衛生費、１億４，６１９万円、１億３，８０１万４，２７５円、８１７万

５，７２５円、８１７万５，７２５円。 

  ５款農林水産業費、２，０７１万６，０００円、２，０１０万６８６円、６１万

５，３１４円、６１万５，３１４円。 

  ６款商工費、５，６９３万５，０００円、５，４７３万１，７８８円、２２０万

３，２１２円、２２０万３，２１２円。 

  ７款土木費、２億１，６３９万６，０００円、１億９５６万６，３６３円、９，７８７万

５，０００円、８９５万４，６３７円、１億６８２万９，６３７円。 

  ９ページに移ります。 

  ８款消防費、６，２３３万７，０００円、６，１４７万３，１２７円、８６万

３，８７３円、８６万３，８７３円。 

  ９款教育費、６，１５４万９，０００円、５，８０６万５，０００円、３４８万

４，０００円、３４８万４，０００円。 

  １０款公債費、９，０９３万８，０００円、９，０７９万９９５円、１４万７，００５円、

１４万７，００５円。 
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  １１款諸支出金、１，０００円、ゼロ円、１，０００円、１，０００円。 

  １２款予備費、５９万４，８５７円、ゼロ円、５９万４，８５７円、５９万４，８５７円。 

  １３款災害復旧費、７１２万円、３１３万１，０００円、３７３万３，０００円、２５万

６，０００円、３９８万９，０００円。 

  歳出合計は、１６億３，６７５万円、１３億６，８１７万９，６１１円、２億９９３万

４，４８４円、５，８６３万５，９０５円、２億６，８５７万３８９円です。 

  続いて、１３９ページをお願いいたしたいと思います。実質収支に関する調書となってお

ります。 

  歳入歳出差引額が１億１，０６１万４，７８５円、継続費として翌年度へ繰り越すべき財

源が１，４８４円、繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源が３，０３２万

５，０００円で、実質収支額は８，０２８万８，３０１円となります。実質収支額のうち地

方自治法第２３３条の２の規定により基金に繰り入れる金額を４，１００万円としておりま

す。 

  続いて、１４０ページにつきましては、地方消費税交付金と社会保障分として上がってき

ているものの充当先を掲載しております。 

  １４１ページ以降は、財産に関する調書となっております。以上、簡単ではございますが、

一般会計の歳入歳出決算について説明を終わらせていただきます。 

議長（杉岡義信君） 監査結果報告を求めます。監査委員、西岡良祐君。 

監査委員（西岡良祐君） それでは、監査報告を実施いたします。 

  意見書の朗読をもって監査報告にかえさせていただきます。 

意見書 

  １、審査対象 

  （１）平成２７年度笠置町一般会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類 

  （２）平成２７年度笠置町国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類 

  （３）平成２７年度笠置町簡易水道特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類 

  （４）平成２７年度笠置町介護保険特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類 

  （５）平成２７年度笠置町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類 

  （６）財政健全化判断比率の状況 

  （７）その他関係帳簿及び台帳 

  ２、決算審査日 平成２８年８月８日月曜日、９日火曜日、１０日水曜日に実施いたしま
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した。 

  ３、出席者、町長、参与、総務財政課長兼会計管理者、関係課長 

  審査の総括意見を朗読いたします。 

審査の総括意見 

  平成２７年度笠置町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書及び決算書附属書類について、

関係法令に準拠して作成されているかを確認し、各種帳簿、証書類及び各課等から提出され

た関係書類と照合した。 

  あわせて、予算の執行状況及び決算の内容について、関係職員から説明を聴取し審査した

結果、決算書、出納簿、歳入簿、出納証書類において、間違いなく整理され、正確かつ適正

なものであったと認めた。 

  当該年度の決算審査において、歳入面では昨年度の決算監査に引き続き、町税を初めとす

る各種収入に対する未収金の取り扱い並びに不納欠損処分に至るまでの経緯や事務経過につ

いて監査した。中でも、税収については、その自治体における一般財源のかなめであり、か

つ自治体の公正公平な運営の基盤業務であるため、自治体と住民の信頼にもつながることか

ら、その徴税については十分な理解と意識を高められ、納税者に対し一層の納入促進を図る

よう努められたい。 

  歳出面では、これまで同様、その予算計上、執行状況並びに不用額について審査を行った

が、とりわけ委託等業務に関する手順や手法について重点的に行った。 

  現在、住民及び地域から行政に求められるニーズや業務量については年々増加しており、

小規模自治体においては、その財政状況と職員数等と比較して多大となっていることから、

事務の効率化や財政健全化の観点により、指定管理者制度を初め業務の一部もしくは全部を

委託等する傾向が見られる。 

  従来から財政状況が厳しい本町においても、職員の絶対数が少ない状況にあって、事業者

へ業務委託をしている数は少なくないが、その業務の緊急性や特殊性などいろいろな契約内

容があると思われるが、その支払いの算定基礎、根拠となる部分については再度組織として

調整をいただきたい。 

  また、専門的で特殊な業務に対しても、事業者に対して委託等をしている状況下にあり、

その仕様においては、当町における現況並びに将来の展望を十分配慮、考慮し反映させたも

のであるとは思うが、全てを自業者任せにし、当町の実情とかけ離れたものとならないよう

改めて意見する。 
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  最後に、住民からも大いなる期待を寄せられている地方創生施策については、現在執行し

ている各種施策との関連も踏まえ、今後のビジョンを確立、推進しつつ、かつＰＤＣＡサイ

クルによってよりよい成果を生むよう模索し、今後もふえ続けていくことが想定される福祉

関連事業を初めとする住民サービスのニーズや期待にも応えられるよう、縦の連携だけでな

く横の連携を密とした中で、計画的かつ適正な行政運営、予算執行に努められることを強く

望んで、総括意見とする。 

審査の結果 

  （１）決算規模 

  平成２７年度笠置町一般会計及び特別会計の決算は次のとおりである。 

  次の表を参照してください。 

  （２）決算収支 

  平成２７年度決算額は、一般会計においては、歳入総額１４億７，８７９万４，０００円、

歳出総額１３億６，８１８万円、形式収支額となる歳入歳出差引額は１億１，０６１万

４，０００円を計上している。また、翌年度に繰り越す事業に必要な財源３，０３２万

６，０００円を除いた実質収支額は８，０２８万８，０００円となり、単年度収支額は

４，５７０万４，０００円の黒字となった。 

  また、全特別会計においては、歳入総額７億１，９７７万７，０００円、歳出総額６億

４，５３２万５，０００円で、歳入歳出差引額は７，４４５万２，０００円を計上している。 

  （３）予算の執行状況 

  歳入は、一般会計、特別会計合わせて予算現額２３億８５４万９，０００円に対し、決算

額２１億９，８５７万１，０００円で、収入率は９５．２％となっている。 

  歳出は、一般会計、特別会計合わせて予算現額２３億８５４万９，０００円に対し、決算

額２０億１，３５０万５，０００円で、執行率は８７．２％となっている。 

  一般会計及び特別会計、それぞれの執行状況は、次のとおりであります。 

  表を御参照ください。 

  （４）財政状況等について 

  一般会計 

  平成２７年度における決算額は、歳入総額１４億７，８７９万４，３９６円、歳出総額

１３億６，８１７万９，６１１円で、歳入歳出差引額（形式収支）として１億１，０６１万

４，７８５円を計上している。また、翌年度に繰り越すべき財源となる金額３，０３２万
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６，４８４円を除いた実質収支としては８，０２８万８，３０１円の剰余金を計上している。 

  昨年度において、減債基金を取り崩し地方債の繰上償還を実施したことが一つの要因とな

り、公債費の後年度負担を低減した結果、自治体の財政の健全化判断基準の一つである実質

公債費比率は昨年度の１３．１％から８．５％へと大幅に改善された。ただし、この改善さ

れたもう一つの大きな要因は、当該比率を求めるに際し用いられる経常の一般財源である普

通交付税の増額によることとされ、当町のように予算規模が小さく、かつ歳出に対して収入

が少なく交付税に頼らざるを得ない自治体ほど、その影響を大きく受けている状況を示して

いるものと思われる。交付税は地方交付税法によって定められていることから、その年の国

の地方財政計画によって左右されることとなるため、安易に当該比率の改善がなされたと解

釈できない部分もある。ハード事業を初めとする事業実施をするに当たっては、その財源に

一般財源を充当することは極力抑えたいこととして、充当率並びに交付税算入率の高い過疎

対策事業債などの地方債の発行を余儀なくされるが、その事業実施並びに起債に際しては、

その事業の必要性はもちろんのこと、十分に後年度負担を考えた上で今後も実施されたい。 

  一方、歳出面においては、国庫補助金や府補助金をうまく活用した事業展開をしつつ、費

用対効果の側面から町単独事業の見直し、事務事業の精査、また経費の節減など経常経費の

見直し等に以前より努められているところである。 

  そうした中で、笠置町でも地方創生プロジェクトが昨年度より始動しており、今後の笠置

町の歩むべき道を示す実施プランなどの選定、実行が期待されるところである。 

  実施プランにはさまざまな分野が盛り込まれ、そうした中で事業者に対し事業委託等を実

施されるとは思うが、総括意見でも述べたように、その事業の仕様については笠置町として

どのようなまちづくりを構想しているか、将来の展望はどのように考えるのかなどを十分吟

味した中で設定し、また、その契約内容などについては相互間でしっかりと確認をしておく

ことが大切である。 

  地方創生プロジェクト事業に限ったことではないが、さまざまな事業において委託事業や

雇用事業が存在するが、笠置町財務規則によれば、その契約の内容やその金額によっては契

約書の作成を省略できるものとされているけれども、相互間において発注、受注内容を明確

に確認できる状態を残しておく必要があると考える。また、その対価として支払われる支出

に関しても、今までの慣例をそのままなぞらえるのではなく、その支出根拠を再確認するこ

とも必要であると考える。今まで、その相互間においてトラブル等はなかったこととは思う

が、公金を扱う行政機関として再認識され、さらなる進境を果たしていただきたく意見を付
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したい。 

  最後に、これまでも真摯な姿勢で財政の運営に努力されてきたことにより一定の財政健全

化の兆しが見られてきたが、１０年、２０年、さらに先を見据えた笠置町のビジョンを確立

され、今後もよりよい笠置町を築き上げていただくよう期待いたします。 

  次に、財政健全化審査意見書について。 

平成２７年度財政健全化審査意見書 

  １、審査の概要 

  この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施した。 

  ２、審査の結果 

  （１）総合意見 

  審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

  表ですけれども、実質公債費比率が、平成２６年度は１３．１、平成２７年度は８．５に

なっております。早期健全化基準は２５％であります。将来負担比率についても、平成

２６年度１７．９、平成２７年度は―（バー）表示をされております。これは、それぞれ赤

字とならなかったため、―（バー）として表示しております。早期健全化基準は３５０％で

あります。 

  （２）個別意見 

  ①実質公債費比率について 

  一般会計における審査結果でも触れているが、年々当該比率が改善されていることは好ま

しく、今後も引き続き公債費の適正化に努められたい。 

  ②将来負担比率について 

  平成２７年度の将来負担比率は―（バー）としており、当該比率の算定上においては将来

負担が全くないように思われるが、この比率が改善された要因の一つが普通交付税の増収、

いわゆる地方交付税法における笠置町の標準財政規模の増大算定によるものであることに鑑

み、楽観視することなく、今後も引き続き将来負担比率の抑制に努められたい。 

  （３）是正改善を要する事項 

  特に指摘する事項はなし。 
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平成２７年度経営健全化審査意見書 

  １、審査の概要 

  この経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施した。 

  ２、審査の結果 

  （１）総合意見 

  審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、い

ずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

  表については、資金不足比率、２６年度―（バー）、２７年度―（バー）、経営健全化基

準は２０％であります。 

  資金不足比率が赤字とならなかったため、―（バー）として表示されております。 

  （２）是正改善を要する事項 

  特に指摘する事項はない。以上で監査報告を終わります。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑につきましては、全ての議案に対し同一

議題について３回ですので申し添えます。質疑はありませんか。石田さん。 

７番（石田春子君） ７番、石田です。 

  先ほど、会計監査を読んでいただきましたんですけれども、決算書を見るときに予算書の

不用額がたくさん出ておりますので、それをちょっとお聞きしたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長兼会計管理者。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  不用額についてですけれども、本年度、２７年度の最終の補正予算で加速化交付金にかか

わるものとか、それから工事関係でしたら笠置山線に係る事業費を予算計上させていただい

ております。こういうものにつきましては、最後、繰り越ししたものもございますが、約

１億ほどの２８年度への事業の繰り越しをしておりますので、その分がかなり大きく、例え

ば総務費それから土木費の中で不用額がたくさん出ておりますが、それは翌年度繰り越すこ

とになっております。例えば７ページ、８ページですけれども、総務費の中で翌年度繰越額

というのが１億２９２万５，８４０円となっております。これは、この分が全て翌年度に繰

り越すものとなっておりますので、支出済額との差がたくさん出ているところもあるかと思

いますが、その点をちょっと御理解いただきたいと思います。 
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  それ以外の出ておりますものについては、事業内容の見直しであったり事務経費の見直し

であったり、節約したということもございます。 

  事業をしていないから残ったということではないということを御理解いただけたらと思い

ます。 

議長（杉岡義信君） 石田さん。 

７番（石田春子君） ７番、石田です。 

  決算書に附属書類として各担当課が不用額調書を提出されていることを町長は御存じです

か。各課より不用額を提出しているのを、町長はちゃんと目を通しておられますか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 目を通しております。また、その決算書を読ませていただいて、そうい

う不用額が、今、会計管理者のほうから説明ありましたように、そういう笠置山線、また加

速化交付金などの交付決定がおくれて、それが年度末にありましたので、そういうものが繰

り越しした事業になっておると。そういうことで、不用額はそれを執行するのではなくて、

それを繰り越した分になるということの不用額として計上されている、そのように理解をし

ております。 

議長（杉岡義信君） 石田さん。 

７番（石田春子君） ７番、石田です。何度もすみません。 

  産業振興会館の予算として、年間８２１万３，０００円支出されていますが、振興会館の

売り上げとして２００万八千二百何ぼしかありませんけれども、差し引き６０１万

１，３００円の赤字となっておりますけれども、この件に対して、今後、駅前で活性化をし

て、事業として管理人をつくって赤字を補塡する考えはないですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 振興会館におけるそういう運営におけます赤字について、今までもいろ

んな議論を重ねてきたところでございます。今、２８年度中に駅舎改修に向けて人を呼び込

むようなそういう取り組みをしておりますし、２８年度中にはそういうものができ上がって

くると考えております。 

  そういう中で、駅舎また振興会館を一体化して、駅前周辺もあわせてやるように予定して

おりますので、駅舎改修とともに振興会館がもっと利用していただくように、それをあわせ

て計画をこれから進めていき、振興会館の健全な運営に努めていきたい、そのように考えて

おります。 
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議長（杉岡義信君） 石田さん。 

７番（石田春子君） ７番、石田です。 

  もう一つだけ。駅前の駐車場の件で、この前ちょっと課長に聞きましたんですけれども、

年間１台しか、５００円しか上がっていないと聞きましたんですけれども、それの表示をど

こにしてあるんですか。わからなかったら、１日置いていても、誰も、振興会館から見に行

ってくれるかわからへんけれども、私も一度置いたことありますねんけれども、その表示が

なかったら勝手に置いていてもわからないわね。それをちょっとお聞きします。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 御指摘のありましたように、あの駐車場においては表示はでき

ておりませんでした。すみません。その辺で、また表示看板なりを設置したいと思いますの

で、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  臨時福祉給付金ということで１０８万６，０００円が決算の上で上がっております。この

給付対象の件数と申請件数はどうなっていますか。未申請の方はどれぐらいおられるのでし

ょうか。そのことについて、答弁を求めます。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。ただいまの向出議員の御質問についてお答え

します。 

  臨時福祉給付金につきましては、社会福祉費のほうで支払っておりまして、社会福祉費の

負担金補助及び交付金のほうで、２７年度といたしまして臨時福祉給付金、交付者は

１８１名に交付しております。申請につきましては、ちょっと資料を持ち合わせていません

が、記憶によりますと十数名でして、不支給決定したのは十数名ということで、正しい数字、

もし御必要でしたら後ほど調査してお答えさせてもらいますが、十数名というふうなことに

なっております。 

  窓口のほうで対象、対象でないという、一次的な指導というんですか、わかる範囲ではさ

せていただいていますので十数名になったと考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

議長（杉岡義信君） 向出君、質問するときにページ数をお願いします。 



１８ 

２番（向出 健君） 了解しました。 

議長（杉岡義信君） 何ページということで。 

２番（向出 健君） 決算書の９４ページに臨時福祉給付金事業として上げられております。 

  今の答弁、申請件数の中で対象か対象でないかわかる場合はそういう指導をしているとい

うことでしたけれども、臨時福祉給付金の対象要件というのは決まっているはずですので、

役場として、笠置町としてどの方が対象かどうかというのは調べればわかるんではないかと

いうふうに考えるわけですけれども、この点はいかがなんでしょうか。 

  また、未申請の方がどれぐらいいるかというのも、そうした対象件数が割り出せれば、実

際の件数との比較でわかってくるのではないでしょうか。こうしたことは取り組まれていか

ないんでしょうか。その点いかがなんでしょうか、答弁を求めます。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  ただいまの御質問につきまして、まず、スタンスなんですが、２６年度にこの臨時福祉給

付金が開始されて、そのときに共産党さんのほうは全く国レベルの試算ではじき出した数字、

これはあくまで概数ですよということで申し述べた中で、それを確定数値のような形で捉え

られたところに今の御質問があると思うんですが、この支給要件というのは、先ほど言われ

たように決まっています。均等割の非課税、それから課税者に扶養されていない方、これが

一番基本的な要件になるわけでございますが、大まかには数えれば捕まえられます。ただ、

捕まえられない部分というのは当然あるわけで、この１８０名、予算もその近い数字を立て

させていただいたところでございますが、何を対象にしたかというと、これは２６年度の対

象者であったであろう数字を持ってきております。ですので、予算的には６０万の不用額を

出しておりますので、６，０００円ですので、それだけの人数の差が出てきているわけです

けれども、支給要件で人数をかっちりつかむというのは不可能であるということはここで申

し述べさせていただきます。 

  そのときの報道もすごいものがありまして、その確定数値、概算で出して、国の基準によ

ったわけなんですが、笠置町の場合かなりの誤差が出ました。その部分を不支給であるよう

な報道をされたというのは、いまだに私としては容認できないところではございますが、そ

ういうことで、確たる支給者というのははっきりとしないというのは、再度申し述べさせて

いただきます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 
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２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  今、お尋ねもしていないことの答弁もちょっと含まれていまして、やはり聞いたことにの

み回答をお願いしたいと思います。 

  臨時福祉給付金、今、対象件数を正確につかむのは難しいというふうに答弁をされました。

そうであるならば、周知徹底のところに力を入れるということが非常に重要になってくるん

ではないかと思います。これまでも、はっきりしないという形で、周知徹底を求めたところ、

なかなか十分にやっているんだという答弁でありましたけれども、例えば車などで宣伝に回

るとか、そういった工夫ももっと進められて、未支給の方、本来対象になるのに申請をされ

ていない方、またそういう方をなくすための努力というのを当町としても一生懸命取り組ん

でいただきたいと思います。その点いかがなんでしょうか、答弁を求めます。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  ただいまの御質問でございますが、当然、各戸配布あるいは防災無線、それから各種機関

を通じた、特にお年寄りには丁寧な説明が必要ですんで、関係機関を通じて周知徹底を図っ

ているつもりでございます。当然、１００％というわけにはいきませんが、いろんな機会を

捉まえて啓発をしているつもりではございますが、また２８年度も実施いたしますので、一

緒に御活動いただければ幸いかと思います。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  決算書の１１８ページに有害鳥獣捕獲委託が上がっております。この有害鳥獣の捕獲目標

と実際の捕獲数はどうなっていますか、答弁を求めます。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。ただいまの向出議員の御質問にお答えさせて

いただきたいと思います。 

  決算書１１８ページ、有害鳥獣捕獲委託ということで、６４万円ということで決算額を計

上させていただいております。 

  この委託先というのが笠置町猟友会さんのほうにお願いをしておりまして、今現在、猟友

会の会員様４名で年間捕獲の活動を行っていただいているというところでございます。具体

的に、御質問をいただきました年間の捕獲頭数でございますが、平成２７年度の実績で申し

上げさせていただきますと、イノシシが１１頭、鹿が６頭、アライグマが５頭、ハクビシン
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が１頭といったような内訳になっております。あと、具体的な捕獲目標、何を何頭というこ

とにつきましては、年間計画としては定めておりませんが、捕獲許可を出させていただく際

に、おおよそどれほどの頭数を捕獲する予定だというものがございまして、それを何頭捕獲

してもよろしいですよという許可証の積み上げの数字といったもので申し上げさせていただ

きますと、例えばイノシシなんかですと、銃器並びに捕獲おりも含めますと年間１９０頭と

いうような許可は出させていただいておりますが、実質問題は、先ほど申し上げましたとお

り１１頭の捕獲にとどまっておるということでございます。以上です。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  有害鳥獣は皆さんの大変関心事であります。農作物だけの被害ではなくて、屋根瓦を壊す

など、また身の危険を感じるなどそういった大事な問題であります。今、年間の捕獲目標は

立てていないということでしたけれども、やはり、こうした被害をなくすためには明確な目

標数値を設定して、そして実際にどれぐらいとれたのか、そしてその目標が達成できないと

すればどこに課題があるのか、そういったことを明らかにしていくことが大事だと思います。

そういった点はいかがでしょうか、答弁を求めます。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの向出議員さんの御質問でございますが、有害鳥獣の捕獲につきましては有害鳥

獣捕獲対策協議会という組織を設けておりまして、年１回総会を開催させていただいており

ます。その中で、それぞれ協議会のメンバーとなっていただいております各地区長様並びに

関係団体、森林組合さんでありますとか農業委員会でありますとか、そのような各種関係機

関のほうからも出席していただいて、被害の実態等をお伺いした中で対策等を講じていると

ころでございます。 

  ただ、年間数値目標につきましては、どうしても狩猟法とかいうものとの関係がありまし

て、銃器による捕獲なんかも実際にできる場所、できない場所というもの、かなり厳しく規

制されているところでもございます。また、銃器なんかでも１度の許可で出せる期間という

ものが法的に決まっております。その法的な期間が一旦満了になりますと、その後も引き続

き被害が続いているかどうかということの調査をした中で再度次の許可を出させていただく

というようなことで、ワンスパン、ワンスパン、それぞれに実情等を調査させていただいて

いるところでございます。 
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  大きな意味で、年間の数値目標ということよりも、その都度、許可の更新時に実態調査と

いうもの、簡単なものでございますが、引き続き出没している形跡があるであるとか作物や

生活被害の実態があるということを調査した中で継続というような形での許可を出させてい

ただいておりますので、その辺は実態に応じた活動ができているのではないかというふうに

考えてはおりますが、引き続きまたそういった協議会等の中で各種委員さんの御意見も聞き

ながら、またよりよい方法があれば検討していきたいと、このように考えております。以上

です。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  この間も含めまして、ずっと長年の課題というのが有害鳥獣の問題だと思うんですけれど

も、先ほど猿のことについては件数を上げられていませんでしたけれども、やはりこうした

被害を現実に減少させていくためには、実際にどれぐらいの頭数を捕獲すれば被害が減少す

るのかと、そういった関係をしっかりとつかんで、やはり目標としてどれぐらいの捕獲を目

指せばいいのかというのを割り出して、そしてそのもとで実行して、実際の捕獲実数と比較

をしていってまた課題を見つけ出して、例えば捕獲する人数が少ないのであれば、そこに手

当てをしていくなどの課題も見えてくるんではないかと思うわけですけれども、今の状況だ

とそうした形のものがはっきり見えないというふうに考えられるわけですけれども、そのあ

たりのことについてはもう一切、今の状況のまま進んでいくと考えているのか、やはりもっ

と根本的に有害鳥獣対策を転換していくと、そういう考えはおありなのでしょうか。その点、

最後にお聞きをしたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） ただいまの向出議員の御質問でございますが、先ほど冒頭でも

申し上げたとおり、現在、笠置町で有害鳥獣捕獲の委託をしております猟友会さんのメンバ

ーさんは４名ということになっております。この狩猟者というものの減少がやはり有害鳥獣

の増加につながっておるということは、これ国のほうも十分認識しておるところでございま

して、京都府も同様でございます。府民だよりなんかも使いまして、皆さんもハンターにな

りませんかというような狩猟免許の取得についてＰＲするようなチラシ等も配布した中で、

有害鳥獣の捕獲に参加等していただける人材の確保というものに対していろいろ手だてを打

っていただいているところでございますが、なかなかふえないというところが実情でござい

ます。 
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  また、先ほどから捕獲目標とか数値目標なことをおっしゃられるわけでございますが、大

きなレベルでの話になりますと、例えば環境省なんかですと、野生の鹿なんかは現状の生息

数を半数近くに減少させると。それが正しい個体数というような、一定そのようなことは示

されておりますが、実際問題、笠置町で鹿がどれだけ生息しておって、イノシシがどれだけ

生息しておって、それを半数まで削減するとなると何頭とらなければならないかということ

につきましては、なかなか正確な生息数を把握するということ自体、以前も一度御質問等い

ただいたかとは思うんですが、非常に困難なものでございます。ましてや、野生動物ですの

で同じところにいてるというようなことも少なく、一定テリトリーを移動しておるという中

で、そういった現状把握というのが非常に難しいところがございます。 

  そうした中で、その都度その被害の状況等を確認して必要な許可を継続して出させていた

だいているということで、現状維持的なものではないのかというふうなお話になるかもわか

りませんが、今後も引き続き狩猟免許の取得等をＰＲ等させていただきまして、猟友会さん

等の活動に参加していただける人数をちょっとふやしていきたいと。そのような活動につき

ましては、今後引き続きやっていきたいと、このように考えております。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。松本君。 

３番（松本俊清君） ３番、松本です。 

  ちょっとお聞きしたいんですが、２ページです。 

  歳入の部で、町税で不納欠損金が９２万円計上されておりますが、いろいろ検討されて、

この欠損で計上されたと思うんですが、何といっても町税が一番重要ですんで、そういう点、

どういうＰＲをされて、どういう処理をされて、この９２万円を落とされたのか。また、収

入未決済のうちで９００万上がっていますが、この中にも２７年度落とされなかった金額が

入っているのかどうかを説明お願いします。 

議長（杉岡義信君） 税住民課長。 

税住民課長（石川久仁洋君） 失礼いたします。松本議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  不納欠損に至る経緯でございます。 

  不納欠損に至るものにつきましては、まずは滞納処理というところから入ってくることで

ございます。滞納処理につきましては、納期限後、それぞれの税額の納期限後２０日以内に

督促状が送られることになります。その後、督促状の納期限、おおむね送付後の１０日後ぐ

らいになるんですけれども、それが過ぎましたら地方税機構に移管されることになります。

地方税機構では、現年分３０万円以下のものや既に滞納のある納税者のものでなければ催告
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センターに送られ、催告書が毎月送られることになります。その後、納付や連絡等ない場合

は地方事務所対応となりまして、資産等の調査が行われ、差し押さえ予告等が送付され、納

付がない場合、給与、預金、生命保険や不動産などが差し押さえられる、そういった処置が

とられるということになっております。 

  しかしながら、そのような対応が行われておっても、機構の調査、財産調査を行うわけで

ございますが、その調査等で滞納処分ができる財産、先ほども言いましたように預金、給与、

生命保険、不動産などが、十分調査を行っておりますが、しかしながら、調査の結果、滞納

処分できる財産などがないと判断された場合、また、処分をしてしまいますと生活を著しく

強迫するおそれがある場合、滞納処分の停止をすることになります。また、この執行停止が

３年継続した場合は納入の義務が消滅し、地方税法第１５条の７の４項によりまして不納欠

損というような取り扱いになります。 

  また、滞納者が死亡いたしましたり相続人に差し押さえる財産がない場合、また滞納法人

が廃業した場合など再開が見込めない場合には、これは即時消滅という形になりまして、地

方税法第１５条の７、第５項によりまして不納欠損というような処置になっております。 

  最後に、また法定納期限の翌日から起算いたしまして５年間行使しないときは、地方税法

第１８条によりまして時効消滅ということになりまして、不納欠損処理を行っている、この

ような手順を踏みまして不納欠損処理というのを行っているところでございます。以上でご

ざいます。 

  １点、収入未済金のところで、２７年度の分があるかないかということでよろしかったで

しょうか。御質問の中身について。 

  収入未済金の中は現年の分を、２７年度分の未済金を含んでおります。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。松本君。 

３番（松本俊清君） ３番、松本です。 

  今の説明で一応わかったんですが、もう少し、私ちょっと追加した収入未済分の９００万、

その中でこういう負債というのはないのかということをお尋ねしたんです。それで、今説明

してもらったことは重々わかるんですが、今後、京都府の納税協会も通じてこの回収に努め

てもらいたいと思います。 

  次、１２４ページ。 

  ここに、笠置町観光協会補助金９０万円が出ているんですが、これはどの時期に支払われ

るのか。一応、この協会も解散しておりますし、いつ支払われたんか。それをちょっと説明
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お願いしたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 観光協会への補助金の支出時期でございますけれども、大体年

度当初の５月ぐらいに毎年支出をしています。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

３番（松本俊清君） ３番、松本です。 

  今、説明聞いたんですが、こういう補助金、これは年度初めに全額支払うということです

か。これ解散はいつされたんですか。それまでの期間の金額が９０万円ということですか。

ちょっとそれ説明してください。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 毎年、年度初めに請求をもらって、当初に払って、そして最終

的には実績報告等を提出していただいているような形をこれまでずっととってきております。

以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  平成２７年度笠置町一般会計決算の反対討論を行います。 

  住民の暮らしは大変になるばかりです。年金は減らされ、税や保険料の負担は重くのしか

かっています。自治体の役割は、国の悪政にきっぱり反対し、住民の暮らしを守り、福祉の

向上を図ることです。高過ぎる国保税、負担増が続く後期高齢者医療の保険料、不景気を招

く消費税など、住民の暮らしを圧迫する問題は山積みです。しかし、当町はこうした問題に

手当てもせず、国の悪政、制度改悪にただ従う姿勢しかありません。町財政が苦しいと、国

の悪政を住民にそのままかぶせています。町財政の暮らし応援への転換を求め、反対討論と

します。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。石田さん。 

７番（石田春子君） ７番、石田です。 

  何度か質問しましたけれども、今後しっかりやっていくと聞いておりますので、賛成いた
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します。 

議長（杉岡義信君） これで、討論を終わります。 

  これから、認定第１号、平成２７年度笠置町一般会計決算認定の件を採決いたします。 

  この採決は挙手によって行います。原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、認定第１号、平成２７年度笠置町一般会計

決算認定の件は認定することに決定しました。 

  この際、１０分間休憩します。 

休  憩   午前１０時５５分 

再  開   午前１１時０５分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第５、認定第２号、平成２７年度笠置町国民健康保険特別会計決算

認定の件を議題とします。 

  本件について趣旨説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 認定第２号、平成２７年度笠置町国民健康保険特別会計決算認定の件に

ついて提案説明を申し上げます。 

  平成２７年度笠置町国民健康保険特別会計の歳入総額３億３，２３８万７，６０５円、歳

出総額２億７，９０６万８，８０４円、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに５，３３１万

８，８０１円となっております。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

議長（杉岡義信君） 本件の概要説明を求めます。会計管理者。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、認定第２号、平成２７年度笠置町国民健康保険特別会計決算認定の件について

説明させていただきます。 

  説明の前に大変申しわけありませんが、訂正箇所がございまして、訂正していただきたい

と存じます。 

  まず、１ページ目になります。 

  ２款使用料及び手数料の中で調定額３万４，７００円となっておりますが、こちら３万

４，６００円。それから隣のページで収入未済額が１００円と計上されておりますが、これ
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はゼロ円となります。 

  ページをめくっていただきまして、歳入合計のほうも調定額が３億４，２５４万

２，３７５円。４７５円を３７５円に。それから、収入未済額９７６万８，２２０円となっ

ておりますが、ここは１２０円となります。 

  それから、事項別明細書のほうでも歳入のところは、これに伴いまして修正となってきま

す。１２ページになります。こちらも３万４，７００円となっておりますのが３万

４，６００円。収入済額と同額の３万４，６００円となり、収入未済額はゼロ円となってき

ます。 

  事項別明細のこれも２０ページになります。 

  歳入合計３億４，２５４万２，４７５円が３７５円。最後の３桁が３７５円。これは調定

額のほうです。収入未済額のほうも１００円減額となりまして、最後の３桁２２０円が

１２０円と変わります。 

  お配りしました参考資料のほうは修正したものとなっておりますので、こちらの訂正は不

要となりますが、大変申しわけございませんでした。よろしくお願いいたします。 

  それでは、歳入のほうから説明させていただきます。 

  決算書の１ページからお願いいたします。 

  歳入につきましては、款の項目と款の項目の予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、

収入未済額、予算現額と収入済額との比較の欄の数値を朗読して説明にかえさせていただき

ます。なお、不納欠損額と収入未済額の数値がゼロ円の場合は割愛させていただきますので、

御了承いただきたいと思います。 

  １款国民健康保険税、３，６９４万４，０００円、４，６３２万２，５４２円、

３，６１６万７，７７２円、３８万６，６５０円、９７６万８，１２０円、マイナス７７万

６，２２８円。 

  ２款使用料及び手数料、１万円、３万４，６００円、３万４，６００円、２万

４，６００円。 

  ３款国庫支出金、６，６０３万１，０００円、６，１４９万６，７０２円、６，１４９万

６，７０２円、マイナス４５３万４，２９８円。 

  ４款療養給付費交付金、８６３万９，０００円、６０６万５，７８６円、６０６万

５，７８６円、マイナス２５７万３，２１４円。 

  ５款前期高齢者交付金、５，８６３万５，０００円、５，８６３万５，８６０円、
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５，８６３万５，８６０円、８６０円。 

  ６款府支出金、１，３００万２，０００円、３，３７２万３，１１４円、３，３７２万

３，１１４円、２，０７２万１，１１４円。 

  ７款財産収入、２万円、５，２８０円、５，２８０円、マイナス１万４，７２０円。 

  ８款共同事業交付金、５，８２０万６，０００円、６，０５６万７，７５７円、

６，０５６万７，７５７円、２３６万１，７５７円。 

  ９款繰入金、１，３１４万３，０００円、１，２４７万５，２３０円、１，２４７万

５，２３０円、マイナス６６万７，７７０円。 

  １０款繰越金、３，３３４万円、６，２９４万４，８７９円、６，２９４万４，８７９円、

２，９６０万４，８７９円。 

  １１款諸収入、１３万７，０００円、２７万６２５円、２７万６２５円、１３万

３，６２５円。 

  ３ページをお願いいたします。 

  歳入合計２億８，８１０万７，０００円、３億４，２５４万２，３７５円、３億

３，２３８万７，６０５円、３８万６，６５０円、９７６万８，１２０円、４，４２８万

６０５円です。 

  続いて、歳出の説明に移らせていただきます。 

  ５ページをお願いいたします。 

  歳出につきましても、款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、不用額の欄の数値を朗

読して説明にかえさせていただきます。 

  １款総務費、１４１万１，０００円、１２２万４，９６２円、１８万６，０３８円。 

  ２款保険給付費、１億８，８５２万円、１億８，１８２万７，５４１円、６６９万

２，４５９円。 

  ３款後期高齢者支援金等、２，３８４万円、２，３８３万１，３１７円、８，６８３円。 

  ４款前期高齢者納付金等、５万５，０００円、１万５，１０６円、３万９，８９４円。 

  ５款介護納付金、１，１１０万８，０００円、１，１１０万７，５２６円、４７４円。 

  ６款共同事業拠出金、５，１６２万１，０００円、５，１５６万６，０９１円、５万

４，９０９円。 

  ７款保健施設費、２０６万３，３１０円、１８６万６，７００円、１９万６，６１０円。 

  ８款基金積立金、５０２万円、５００万５，２８０円、１万４，７２０円。 
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  ７ページをお願いいたします。 

  ９款公債費、５万９，０００円、ゼロ円、５万９，０００円。 

  １０款諸支出金、２６９万７，０００円、２６２万３，０４４円、７万３，９５６円。 

  １１款予備費、１７１万６９０円、ゼロ円、１７１万６９０円。 

  １２款老人保健拠出金、２，０００円、１，２３７円、７６３円。 

  歳出合計は２億８，８１０万７，０００円、２億７，９０６万８，８０４円、９０３万

８，１９６円となります。 

  最終ページをお願いいたします。実質収支に関する調書となっております。 

  歳入歳出差引額は５，３３１万８，８０１円、実質収支額も同じく５，３３１万

８，８０１円となっております。以上、国民健康保険の決算認定の件について説明を終わら

せていただきます。 

議長（杉岡義信君） 監査結果報告を求めます。監査委員、西岡良祐君。 

監査委員（西岡良祐君） それでは、国民健康保険特別会計の決算報告を行います。 

  平成２７年度における決算額は、歳入総額３億３，２３８万７，６０５円、歳出総額２億

７，９０６万８，８０４円で、歳入歳出差引額５，３３１万８，８０１円の剰余金を計上し

た。 

  歳入の主な内訳は、国民健康保険税３，６１６万７，７７２円（１０．９％）、前期高齢

者交付金５，８６３万５，８６０円（１７．６％）、国庫支出金６，１４９万６，７０２円

（１８．５％）、共同事業交付金６，０５６万７，７５７円（１８．２％）、府支出金

３，３７２万３，１１４円（１０．１％）、療養給付費交付金６０６万５，７８６円

（１．８％）となっている。 

  歳出の主な内訳は、保険給付費が１億８，１８２万７，５４１円と歳出全体の６５．２％

を占め、後期高齢者支援金等２，３８３万１，３１７円（８．５％）、共同事業拠出金

５，１５６万６，０９１円（１８．５％）となっている。 

  国民健康保険特別会計は、前年度繰越金が６，２９４万４，８７９円とし、本年度の剰余

金が５，３３１万８，８０１円となっている。当該保険制度上、流動的な要素が多分にあり、

医療費の増減については予想が立てにくく、不用額が出ることはいたし方ないものと推察で

きる。しかし、診療報酬明細書などによる医療費の動向には常に留意するとともに、医療費

の抑制を図るためにも、特定健診、保健指導を初めとする予防保健事業の実施に工夫と検討

を加えて取り組み、さらなる厳しい状況を想定し対処していく必要がある。 
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  一方、我が国の国民皆保険制度を支える国民健康保険において、この経済不況の折、保険

税の税収を確保することは非常に厳しい。当該会計は、収益を目的とするものではなく、地

域住民の医療を保障し住民の福祉を増進する目的のものであるが、その支出を目的に税率を

調整し税額を算定することとしているため、国民健康保険事業の健全な運営上、税収の確保

が非常に重要であり基礎となっている。 

  今年度における国民健康保険税の収入未済額は９７６万８，１２０円と、昨年度の収入未

済額１，１１９万５，６４２円と比較すると、その未収金額は下がってきている。保険税の

徴収には、納税者へのその相互扶助制度と期限内納付を十分に理解いただき、滞納分の徴収

については、京都地方税機構と連携を図り、一般税同様、今後もその徴収に努力されたい。 

  なお、短期健康保険証の発行に当たっては、滞納者の納税への理解に努め、納付を促進す

るよう強く望むものである。以上です。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  高過ぎる国保料は、全国でも大変問題となっています。国も１９８４年度には自治体への

国保財政への負担割合は２分の１ほどしていましたが、現在では４分の１ほどに落ちていま

す。所得割においては、所得金額の約１割の負担率となっています。また、低収入の方で減

免措置があったとしても、病院にかかれば窓口の負担は発生をいたします。そうした中で、

少しでも国保税の引き下げを進めていくべきではないでしょうか。一般会計では、単年度の

収支で４，５００万円ほどの黒字となっております。少しでも一般会計からの繰り入れを国

保財政にして、引き下げを進めるべきだと思いますが、この点はいかがでしょうか。答弁を

求めます。 

議長（杉岡義信君） 税住民課長。 

税住民課長（石川久仁洋君） 失礼いたします。ただいまの向出議員の御質問にお答えしたい

と思います。 

  保険料のことで御質問があったわけですが、現在、本町の保険料を毎年、京都府内の各保

険者の保険料と比較して検証しているところでございます。その中で、被保数や所得、資産

の状況などでそれぞれの市町村国保によって算定方式が異なりますために、それぞれの家族

構成ですとか所得において比較することが非常に困難であると。笠置町は特に資産割という

ものを含んでおりますので、なかなか難しい状況ではあるんですが、２７年度の状況ではご

ざいますけれども、府内保険者の保険料率を単純に平均値で比較をさせていただきますと、
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医療分で資産割と平等割は平均値を上回っておりますが、所得割や均等割は平均値以下とな

っております。また、後期高齢者支援分では、平均値は４８６円、平均値を上回っておりま

すが、それ以外は平均以下でございます。介護分につきましては、全てにおいて平均値より

も下がっているというような結果を見ております。相対的に見まして、本町におきましては

平均的な保険料の設定になっているのではないかなというように思って見ております。参考

までに申し上げますと、２８年度も同様な結果が出ております。 

  もう１点、御質問がございました。一般会計からの繰り入れをしてはどうかということで

ございます。これにつきましては、現在、本町の国民健康保険特別会計におきましては、法

定内の繰り入れというのをやっておりまして、法定で定められたものについて繰り入れてい

るということでございます。非常に財政も厳しい中でございますし、現在のところ法定内繰

り入れということで進めているところでございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  今、他と比較しての話をされましたけれども、私が言いたいのは、実際の生活者の声、生

活状況への配慮だということです。また、単年度を見ても黒字が現実にありますし、約

３００万円ほどもあれば１世帯当たり１万円の引き下げが可能ではないかと、そういった少

額の額なので、皆さんの生活を支えるという意味で、そうした姿勢を示さないのでしょうか

ということでお聞きをしています。 

  今の話では、ほかと比較をして平均ぐらいの保険税となっているのでと、また財政も厳し

いので繰り入れはしていかないということでしたけれども、皆さん御存じのとおり、年金も

減らされるという方向が進められています。また、消費税も３％、５％、８％と引き上がっ

ていき、なかなか生活が現実問題、苦しいという中で、国のこうした国庫負担の削減もある

中で、自治体としてやはり住民の生活を守るという姿勢を示していくこと、こういう国の施

策、方向はだめなんだという姿勢を示すためにも、もう少し被保険者の方の生活の実態に寄

り添った、そういう町財政、町の姿勢を示していただきたいということで答弁を求めていま

す。町長の認識をお伺いしたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 今、向出議員のほうからお話がございました。一般財源からの繰り入れ

をもっと広げて、保険料を下げなさい、そういうふうな指摘もあったわけでございますけれ

ども、町といたしましても法定内の繰り入れは既に行っております。一般財源からお金を繰
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り入れて保険料を下げる、それは根本的な解決にはつながらないと私は思っております。こ

れから高齢者の方がふえて、給付費がますますふえていく、そういう給付費を抑えていく、

そういうことが健康保険税の安くなっていく、そういうことにつながっていくと私は思って

おりますので、そういう健康づくり教室だとか、そういういろんな教室、そういうことをも

っと盛んに開いて、そういう笠置町として健康づくりのまちづくりを目指していく、そうい

うことが保険料の下がっていく、そのようにつながると思っておりますので、そういうこと

に力を入れて、こういうことに取り組んでいきたいと思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  平成２７年度笠置町国民健康保険特別会計決算の反対討論を行います。 

  当町も含めて全国的にも高過ぎる国保税・料が住民の生活を大変圧迫しています。

１９８４年度には、自治体の国保財政の国庫負担割合は２分の１ほどでしたが、現在では

４分の１ほどに落ちています。国保財政への支援を求めるべきです。当町における国保税は

所得割で、所得金額の約１割の負担率です。低所得者の方も病気になれば、病院にかかれば

窓口負担も発生してきます。一般会計から繰り入れをふやして、高過ぎる国保税の引き下げ

を求めて、反対討論といたします。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  これから、認定第２号、平成２７年度笠置町国民健康保険特別会計決算認定の件を採決い

たします。 

  この採決は挙手によって行います。原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、認定第２号、平成２７年度笠置町国民健康

保険特別会計決算認定の件は認定することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 
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議長（杉岡義信君） 日程第６、認定第３号、平成２７年度笠置町簡易水道特別会計決算認定

の件を議題とします。 

  本件について趣旨説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 認定第３号、平成２７年度笠置町簡易水道特別会計決算認定の件につい

て提案説明を申し上げます。 

  平成２７年度笠置町簡易水道特別会計の歳入総額６，３４７万４，９４３円、歳出総額

６，１６４万２，２５７円、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに１８３万２，６８６円、

地方自治法第２３３条の２の規定により基金に繰り入れる額は９２万円となっております。

よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 本件の概要説明を求めます。会計管理者。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、認定第３号、平成２７年度笠置町簡易水道特別会計決算認定の件につきまして

概要説明をさせていただきます。 

  まず、歳入から説明させていただきます。 

  決算書につきましては１ページをお願いいたします。 

  款の項目と款の項目の予算現額、調定額、収入済額、収入未済額、予算現額と収入済額と

の比較の欄を数値を朗読して説明にかえさせていただきます。収入未済額の欄がゼロ円の場

合は割愛させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、１款分担金及び負担金、２０万５，０００円、ゼロ円、ゼロ円、ゼロ円、マイ

ナス２０万５，０００円。 

  ２款使用料及び手数料、３，３５４万５，０００円、３，３９７万９，９８６円、

３，２９４万９，２４０円、１０３万７４６円、マイナス５９万５，７６０円。 

  ３款財産収入、４，０００円、１，８９３円、１，８９３円、マイナス２，１０７円。 

  ４款繰入金、２，８４９万２，０００円、２，７４２万５，０００円、２，７４２万

５，０００円、マイナス１０６万７，０００円。 

  ５款繰越金、３０９万７，０００円、３０９万７，１０４円、３０９万７，１０４円、

１０４円。 

  ６款諸収入、２，０００円、１，７０６円、１，７０６円、マイナス２９４円。 

  歳入合計は６，５３４万５，０００円、６，４５０万５，６８９円、６，３４７万

４，９４３円、１０３万７４６円、マイナス１８７万５７円。 
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  続いて、３ページをお願いいたします。 

  歳出の説明をさせていただきます。 

  歳出についても、款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、不用額の数値を朗読して説

明にかえさせていただきます。 

  １款総務費、９６７万９，０００円、９６３万８，００２円、４万９９８円。 

  ２款衛生費、２，４５９万９，０００円、２，１０３万８，４６０円、３５６万５４０円。 

  ３款公債費、３，０９６万７，０００円、３，０９６万５，７９５円、１，２０５円。 

  ４款予備費、１０万円、ゼロ円、１０万円。 

  歳出合計は６，５３４万５，０００円、６，１６４万２，２５７円、３７０万

２，７４３円となります。 

  続いて、最終ページ、実質収支に関する調書をごらんいただきたいと思います。 

  ３番目、歳入歳出差引額は１８３万２，６８６円で、実質収支も同じく１８３万

２，６８６円。実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定により基金に繰り入れる

額を９２万円としております。以上、簡易水道特別会計決算認定の説明を終わらせていただ

きます。 

議長（杉岡義信君） 監査結果報告を求めます。監査委員、西岡良祐君。 

監査委員（西岡良祐君） それでは、簡易水道特別会計について決算報告をいたします。 

  平成２７年度における決算額は、歳入総額６，３４７万４，９４３円、歳出総額

６，１６４万２，２５７円で、歳入歳出差引額１８３万２，６８６円の剰余金を計上した。 

  歳入の主な内訳は、使用料及び手数料が３，２９４万９，２４０円（５１．９％）、一般

会計と基金からの繰入金が２，７４２万５，０００円（４３．２％）となっている。 

  歳出の主な内訳は、公債費が３，０９６万５，７９５円（５０．２％）、衛生費が

２，１０３万８，４６０円（３４．１％）となっている。 

  平成２４年１０月に水道料金が改定されてはいるものの、依然として一般会計から財源補

塡額を繰り入れている。 

  繰入金の内容としては、一般会計からの繰り入れ基準となっている起債償還分

１，６７０万４，０００円、児童手当分２４万円ほか、起債償還財源補塡分として８９８万

１，０００円となっている。これは当該会計における一般財源の不足があることと理解でき

る。 

  決算額が示すとおり、当該会計における一番の支出費目は公債費となっている。この公債
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費は水道施設の建設費等に充てられた企業債の償還であるが、その性質上、償還期間はその

ほとんどが２０年以上と長く設定され、単年度支出を平準化していることとしても、現状で

は歳出の約５割を占めている。当町の水道供給人口が低いことなどが原因となり、水道使用

量が伸び悩んでおり、結果として一般会計からの繰り入れ補塡に頼っているところとなって

いる。 

  そもそも人口規模が少ない町における給水量の少なさに加え、さらなる人口減少等に伴い、

供給量が減ってきている状況下において、安易に水道料金の引き上げを行うことで公営企業

としての独立採算制を見込むことはかなり難しい。従来から料金確保対策や歳出削減策を少

ない職員体制の中でも努力されており、さらなる増収並びに支出削減は困難であると思われ

るが、水道水の供給は住民の生活のライフラインであることから、施設の安定した運行と長

寿命化を図り、今後の施設の修繕、改修を計画し、経営方針を明確にするとともに、能率的

かつ効率的な経営基盤を模索し、健全な運営に努められたい。以上です。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  平成２７年度笠置町簡易水道特別会計決算について反対討論を行います。 

  当町は消費税８％への増税分、水道料金を引き上げ、消費税を肯定する立場に立っていま

す。消費税は低所得者ほど重くのしかかる税金であり、また社会保障の充実を口実に引き上

げられてきましたが、社会保障は悪くなる一方です。さらに、不景気を招く問題だらけの税

です。国は一方で大企業やお金持ちへの減税を進め、ますます格差を広げています。こうし

た逆立ちした税制を改めれば、消費税に頼らず社会保障を充実させる財源は十分につくれま

す。当町の役割は、消費税増税分を住民に負担させることではなく、国への税制の抜本的な

見直しと消費税増税中止を求めることです。以上を反対の理由として、反対討論を終わりま

す。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 
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  これから、認定第３号、平成２７年度笠置町簡易水道特別会計決算認定の件を採決いたし

ます。 

  この採決は挙手によって行います。原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、認定第３号、平成２７年度笠置町簡易水道

特別会計決算認定の件は認定することに決定しました。 

  この際、暫時休憩します。 

休  憩   午前１１時４６分 

再  開   午後 １時００分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第７、認定第４号、平成２７年度笠置町介護保険特別会計決算認定

の件を議題とします。 

  本件について趣旨説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 認定第４号、平成２７年度笠置町介護保険特別会計決算認定の件につい

て提案説明を申し上げます。 

  平成２７年度笠置町介護保険特別会計の歳入総額２億６，１４１万２，４５０円、歳出総

額２億４，２５９万６，６５３円で、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに１，８８１万

５，７９７円となっております。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

議長（杉岡義信君） 本件の概要説明を求めます。会計管理者。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、認定第４号、平成２７年度笠置町介護保険特別会計決算認定の件について概要

を説明させていただきます。 

  まず、歳入から説明させていただきます。 

  決算書につきましては１ページをごらんいただきたいと思います。 

  款の項目と款の項目の予算現額、調定額、収入済額、収入未済額、予算現額と収入済額と

の比較の欄の数値を朗読させていただくことで説明にかえさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

  なお、収入未済額の欄の数値がゼロ円の場合は割愛させていただきますので、よろしくお
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願いいたします。 

  まず、１款保険料４，９３５万１，０００円、４，７１９万８０円、４，５７４万

６９０円、１４４万９，３９０円、マイナス３６１万３１０円。 

  ２款使用料及び手数料、１，０００円、２，６００円、２，６００円、１，６００円。 

  ３款国庫支出金、６，０３０万１，０００円、６，６８６万７，３９３円、６，６８６万

７，３９３円、６５６万６，３９３円。 

  ４款支払基金交付金、６，８８１万３，０００円、６，７９６万１，０１３円、

６，７９６万１，０１３円、マイナス８５万１，９８７円。 

  ５款府支出金、３，６７４万３，０００円、３，７１３万８，０９４円、３，７１３万

８，０９４円、３９万５，０９４円。 

  ６款財産収入、１，０００円、４４円、４４円、マイナス９５６円。 

  ７款繰入金、３，４３８万２，０００円、３，２９１万９，２９１円、３，２９１万

９，２９１円、マイナス１４６万２，７０９円。 

  ８款繰越金、４０２万４，０００円、１，０１９万５，２４０円、１，０１９万

５，２４０円、６１７万１，２４０円。 

  ９款諸収入、２３万５，０００円、５８万８，０８５円、５８万８，０８５円、３５万

３，０８５円。 

  歳入合計は２億５，３８５万１，０００円、２億６，２８６万１，８４０円、２億

６，１４１万２，４５０円、１４４万９，３９０円、７５６万１，４５０円です。 

  続いて、歳出の説明に移らせていただきます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  歳出につきましては、款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、不用額の欄の数値を朗

読させていただき説明とさせていただきます。 

  １款総務費、２３５万１，０００円、２１２万２，６８０円、２２万８，３２０円。 

  ２款保険給付費、２億４，４７８万９，０００円、２億３，５２７万５，６２１円、

９５１万３，３７９円。 

  ３款地域支援事業費、５３６万６，０００円、４９６万１，９０２円、４０万

４，０９８円。 

  ４款基金積立金、１，０００円、４４円、９５６円。 

  ５款公債費、３万円、ゼロ円、３万円。 
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  ６款諸支出金、３１万４，０００円、２３万６，４０６円、７万７，５９４円。 

  歳出合計が２億５，３８５万１，０００円、２億４，２５９万６，６５３円、

１，１２５万４，３４７円です。 

  続いて、最終ページにございます実質収支に関する調書をお願いいたします。 

  歳入歳出差引額は１，８８１万５，７９７円で、実質収支も同じく１，８８１万

５，７９７円となっております。以上、介護保険特別会計決算について説明を終わらせてい

ただきます。 

議長（杉岡義信君） 監査結果報告を求めます。監査委員、西岡良祐君。 

監査委員（西岡良祐君） それでは、介護保険特別会計の監査報告を行います。 

  平成２７年度決算額は、歳入総額２億６，１４１万２，４５０円、歳出総額２億

４，２５９万６，６５３円で、歳入歳出差引額１，８８１万５，７９７円の剰余金を計上し

た。 

  歳入の主な内訳は、保険料４，５７４万６９０円（１７．５％）、支払基金交付金

６，７９６万１，０１３円（２６．０％）、国庫支出金６，６８６万７，３９３円

（２５．６％）、府支出金３，７１３万８，０９４（１４．２％）となっている。 

  歳出の主な内訳は、保険給付費が２億３，５２７万５，６２１円（９７．０％）、地域支

援事業費は４９６万１，９０２円（２．０％）となった。 

  当町では６５歳以上の人口が約４割を占めるほど高齢化が進み、高齢者のみの世帯や独居

世帯が年々増加している。このため老々介護や家族だけで介護を行うことが困難である状況

が進んでおり、家族及び高齢者の大きな不安要素となっているのが実情である。介護保険制

度が安定した制度として維持していくためにも、介護予防事業や健康づくりの取り組みの充

実を図られるよう希望する。 

  なお、当会計を支える第１号被保険者についての保険料の収入未済額が１４４万

９，３９０円となっている。保険料はサービスを提供する貴重な財源であることから、今後

も未納者に対し制度の理解と徴収の促進に努力されたい。以上です。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 
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２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  平成２７年度介護特別会計決算について反対討論をいたします。 

  当町は第６期、２０１５年度から２０１７年度の介護保険料を大幅に引き上げました。世

帯全員町民税非課税で本人の公的年金など収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の場

合の保険料は、前期は２万９，４００円、今期は年３万４，５００円と年５，１００円もの

増額です。これほど低い収入で、これほどの負担を求めることは大変な問題で、当町の住民

の福祉向上、暮らしへの姿勢が問われます。介護保険料の引き下げ、減免の拡充、介護保険

制度充実のためには国の施策、態度を改めさせ、支援を求めることが必要です。当町にはそ

うした姿勢が見られません。ただ国の施策に従うばかりです。当町が高齢者の切実な問題で

ある介護保険制度の抜本的な改善に取り組むよう求め、反対討論とします。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  これから、認定第４号、平成２７年度笠置町介護保険特別会計決算認定の件を採決いたし

ます。 

  この採決は挙手によって行います。原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、認定第４号、平成２７年度笠置町介護保険

特別会計決算認定の件は認定することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第８、認定第５号、平成２７年度笠置町後期高齢者医療特別会計決

算認定の件を議題とします。 

  本件について趣旨説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 認定第５号、平成２７年度笠置町後期高齢者医療特別会計決算認定の件

について提案説明を申し上げます。 

  平成２７年度笠置町後期高齢者医療特別会計の歳入総額６，２５０万１，７０６円、歳出

総額６，２０１万７，３６１円で、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに４８万

４，３４５円となっております。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

議長（杉岡義信君） 本件の概要説明を求めます。会計管理者。 
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総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  認定第５号、平成２７年度笠置町後期高齢者医療特別会計決算認定につきまして概要説明

をさせていただきます。 

  まず、歳入のほうで、決算書につきましては１ページをお願いいたします。 

  こちらも、款の項目と款の項目の予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、

予算現額と収入済額との比較の欄の数値を朗読して説明にかえさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  なお、不納欠損額及び収入未済額の欄の数値がゼロ円となっております場合は割愛させて

いただきますので、御了承ください。 

  まず、１款後期高齢者医療保険料２，１４８万９，０００円、２，０１８万６，７３８円、

１，９９７万２，９３０円、１８万３，６０６円、３万２０２円、マイナス１５１万

６，０７０円。 

  ２款使用料及び手数料、５，０００円、６，３００円、６，３００円、１，３００円。 

  ３款繰入金、４，２２０万８，０００円、４，１７２万１，７０３円、４，１７２万

１，７０３円、マイナス４８万６，２９７円。 

  ４款繰越金、２０万円、４７万８，７９２円、４７万８，７９２円、２７万８，７９２円。 

  ５款諸収入、５９万４，０００円、３２万１，９８１円、３２万１，９８１円、マイナス

２７万２，０１９円。 

  歳入合計は６，４４９万６，０００円、６，２７１万５，５１４円、６，２５０万

１，７０６円、１８万３，６０６円、３万２０２円、マイナス１９９万４，２９４円となっ

ております。 

  続きまして、３ページ、歳出の説明をさせていただきます。 

  こちらは、款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、不用額の欄の数値を朗読させてい

ただき説明とかえさせていただきます。 

  １款総務費、２５万円、５万１，４７６円、１９万８，５２４円。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、６，３３５万４，０００円、６，１５８万

８，４０５円、１７６万５，５９５円。 

  ３款諸支出金、２１万１，０００円、５万９，５６０円、１５万１，４４０円。 

  ４款保健事業費、５８万１，０００円、３１万７，９２０円、２６万３，０８０円。 

  ５款予備費、１０万円、ゼロ円、１０万円。 
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  歳出合計は６，４４９万６，０００円、６，２０１万７，３６１円、２４７万

８，６３９円となっております。 

  続いて、最終ページにございます実質収支に関する調書をお願いいたします。 

  歳入歳出差引額は４８万４，３４５円、実質収支額も同じく４８万４，３４５円となって

おります。以上で後期高齢者医療特別会計の歳入歳出について説明を終わらせていただきま

す。 

議長（杉岡義信君） 監査結果報告を求めます。監査委員、西岡良祐君。 

監査委員（西岡良祐君） それでは、後期高齢者医療特別会計の監査報告をいたします。 

  平成２７年度決算額は、歳入総額６，２５０万１，７０６円、歳出総額６，２０１万

７，３６１円で、歳入歳出差引４８万４，３４５円の剰余金を計上した。 

  歳入の主な内訳は、後期高齢者医療保険料１，９９７万２，９３０円（３２．０％）、一

般会計からの繰入金４，１７２万１，７０３円（６６．８％）となっている。 

  歳出の主な内訳は、後期高齢者医療広域連合納付金が６，１５８万８，４０５円と全体の

９９．３％を占めている。 

  当該会計における保険料の普通徴収分の不納欠損額として１８万３，６０６円を計上して

いる。他の会計同様、債権徴収についてはその趣旨を十分理解し、高齢化の進む当町として

は、当該会計も後期高齢者に係る医療費の増減のため不確定要素によって左右されるという

流動的性質が多分にあるとは思われるが、保険料については督促状の発布等、滞納額が増加

しないように徴収され、効率的な財政運営を図ることを期待いたします。以上です。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。瀧口君。 

５番（瀧口一弥君） ５番、瀧口です。 

  後期高齢者医療特別会計ですけれども、先ほど監査報告でもありましたとおり、町からの

繰入金の額がほぼ６８％となっております。ほかの保険特別会計を見ておりますと、介護保

険、国民健康保険等は国の支出金、また府支出金並びに介護保険では国庫支出金、府支出金

等がございますが、この後期高齢者医療特別会計には、歳入の部でそういう項目がございま

せん。今後、こういう歳入がもう全然ないのか、あるのか、見通しがあればお聞かせ願いま

す。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。ただいまの瀧口議員の御質問でございます。 

  歳入も歳出もそうでございますが、大半を占めている納付金の性質上の御質問であったと
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承知しております。ちょっと最後のほう、聞き取れないところがございまして、その分は再

質問していただければありがないかと思います。 

  その性質でございますが、補助事業というのは、この特別会計の中では人間ドックに対す

る補助金というのが特別会計でされております。その中は、歳入でいえば雑入になります。

７ページ、８ページの最終の行になります。特別対策事業補助金３２万１，５９４円という

のが補助金に当たるものでございまして、これはちなみに１０人ほど受けられた事業費に対

する補助金でございます。 

  介護とか国保とかとちょっと違うところは、事業に対しての補助金はこれのみとなってお

りまして、大半は被保険者の皆さんからいただいた保険料、それから笠置町でかかった後期

高齢者医療の分の１２分の１の額、それから保険料を軽減しております軽減分の負担金、一

般会計で４分の３の府の補助金が出ています。そこへ４分の１の町単費をつけ足して、後期

高齢に繰り出して、そのお金を広域連合に繰り出していると。この金額が主に納付金の性質

を構成しておるところでございます。介護、国保とは違うところは、主にそういうところで

ございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 瀧口君。 

５番（瀧口一弥君） ５番、瀧口です。 

  今の答弁では、４分の３が府の交付金で、４分の１が町の持ち出しだとお伺いしましたが、

一般会計からの繰入金ということで、一旦、一般会計のほうへ府からの支出金を入れて、こ

こから町の繰入金としているわけですね。わかりました。 

  それで、先ほど答弁を求めたんですけれども、国からのほうの補助金ですか、交付金とい

うのは、もう今後一切入らないかどうかということもあわせて質問したんですけれども、そ

れの答えは出ておりませんので、一つ、国のほうからはどうですか。どういう指針を持って

おられるのか、わかりましたらお答え願いたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  ただいまの御質問でございます。国からの交付金、補助金、負担金等はあるのかどうかと

いうことでございますが、町の後期高齢者医療特別会計ではございません。関連する健康づ

くり事業、後期の住民健診は一般会計でやっておりますので、そこは後期の特別会計の枠に

は入っていないわけなんですが、そういうことで国庫補助対象があるとすれば、そういうの

が入ってくることになろうかと思いますが、この後期の特別会計内での国庫補助金はありま
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せん。 

  それと、連合のほう、京都府の連合の中には、当然、府の補助金も直接にそこに運営費と

して入っておられますし、国庫のほうも入ってきているというふうなことでございまして、

財政の運営が京都府でございますので、そういう仕組みになっているというふうなことでご

ざいます。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  平成２７年度笠置町後期高齢者医療特別会計決算の反対討論を行います。 

  後期高齢者医療の保険料は都道府県ごとに決められ、京都府の後期高齢者医療の保険料は

制度開始から全般的に引き上げられてきました。後期高齢者に手厚い医療をうたっています

が、低所得者の方にも負担増を求めており、暮らしの実態への配慮がありません。後期高齢

者の制度は７５歳以上の後期高齢者を被保険者としていますが、医療費がかさむ年齢には個

人差があり、７５歳以上で線引きすること自体に無理があります。後期高齢者医療制度は根

本的に差別医療制度であり、大変問題のある制度です。後期高齢者医療制度を廃止し、高齢

者の安心の医療の充実とともに高齢者の暮らしに寄り添う医療制度を求め、反対討論としま

す。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  これから、認定第５号、平成２７年度笠置町後期高齢者医療特別会計決算認定の件を採決

いたします。 

  この採決は挙手によって行います。原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、認定第５号、平成２７年度笠置町後期高齢

者医療特別会計決算認定の件は認定することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 
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議長（杉岡義信君） 日程第９、議案第３１号、平成２８年度笠置町笠置会館耐震補強改修及

び大規模修繕工事請負契約の締結の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第３１号、平成２８年度笠置町笠置会館耐震補強改修及び大規模修

繕工事請負契約の締結の件について提案理由の説明をさせていただきます。 

  本案は、笠置会館の耐震改修と老朽化した施設の修繕を行うもので、９月２日に入札、執

行された本工事の請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定及び議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の

議決をお願いするものでございます。よろしく御審議の上、採択賜りますようお願いを申し

上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。人権啓発課長。 

人権啓発課長（増田好宏君） 失礼します。 

  議案第３１号、平成２８年度笠置町笠置会館耐震補強改修及び大規模修繕工事請負契約の

締結の件の御説明をさせていただきます。 

  本議会で上程しています平成２８年度笠置町笠置会館耐震補強改修及び大規模修繕工事に

つきましては、去る８月８日に業者選定委員会を経て、町内３社をもって９月２日に指名競

争入札を実施いたしました。その結果、株式会社森本組が落札しまして、契約金額

５，２６３万９，２００円で工事請負契約を締結しようとするものであります。工期につき

ましては、議決の日の翌日から平成２８年１２月２８日を予定しております。以上です。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。西岡君。 

６番（西岡良祐君） ６番、西岡です。 

  会館の耐震補強改修ということでやられるんですけれども、これは一応、世間一般に言わ

れている震度７程度には耐えられるような改修になっているとか、その辺のことと、それか

ら主な改修内容、今、バリアフリー化されるとかいろいろあると思うんですけれども、主な

改修内容と、ちょっと説明願えますか。 

議長（杉岡義信君） 人権啓発課長。 

人権啓発課長（増田好宏君） 失礼します。 

  西岡議員の御質問にお答えさせてもらいます。 

  基本的にＩｓ値で、笠置会館は社会福祉施設でございまして０．６以上の数値が必要とな

ります。それは震度７に対しての数値でございます。ただ、笠置会館は付近住民の方の避難
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施設、また窓口業務も実施しているということで、一段上の学校と同じ基準を採用しました。

結果として、社会福祉施設以上の０．７を採用しております。それによりまして、より強度

なものができるというふうに考えております。 

  工事の内容としましては、耐震補強は現在の調理室の窓側のほうにＫ型のＨ鋼ブレスとい

うやつを向かい合わせで設置するということで、それでほかの場所を数カ所とっているんで

すが、給食室のところが一番弱い数値が出ておりまして０．６１という数値が出ております。

そういうことで、Ｋ型ブレスを設置して、震度７に耐え得る０．７の数値をクリアしますと

いう結果でございます。 

  主な改修につきましては、今言いました耐震補強以外に玄関扉の改修及びバリアフリー化

ということで、両開きの自動ドアを設置しまして、玄関からホールにつなぐ段差を今、仮に

スロープをつけておりますが、それを車椅子で入れるように、入場が楽になるようにするこ

とと、窓口受付との動線を完全に分けてしまいます。１階、２階の通路及び各部屋の床面、

壁面、天井を改修いたします。きれいにするという意味でございます。今ありますボードや

アスベスト材につきましても調査して、その辺も発がん性物質がないようなものであるとい

うことを確認して廃棄します。１階、２階のトイレの改修、現在は１階、２階とも８センチ

近い段差がありますが、これも段差を極力なくすと。ただ、水も使う関係もありますので、

２センチ程度は段差ができるかなというふうに考えております。電気等も交換しまして、き

れいにするのと、手すり等を設置します。あと、１階、２階の木製建具があるんですが、老

朽化がひどいため、鋼製の建具に変更するということを考えております。それにより、すき

間やゆがみが解消されると。１階、洋室が２つ、昔増築したのがあるんですが、その増築し

た部屋の雨漏りがきついために、この屋根を、鋼製の屋根を改修します。雨漏りをとめるた

めでございます。あと、電気設備の改修ということで、全館の電灯をＬＥＤに交換します。

空調設備の改修で、現在の空調設備が全く用を足さないものとか、画面が全く見えないもの、

古くなっているのでそれらの交換もできないので空調設備を一新します。あとは外壁のクラ

ックとか、そういうものを改修しまして、防水塗装を行います。先ほどのをあわせて耐震補

強が入ります。が、主な工事の概要でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

６番（西岡良祐君） ６番、西岡です。 

  大体わかりました。それだけ大分よくなると思います。ということは、Ｉｓの０．７、震

度７以上には耐えられるという形の学校並みの強度になるということでよろしいですね。 
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  それと、これは１２月２８日まで工期ということですけれども、その間の運用上の問題と

いうのは特にないんですか。 

議長（杉岡義信君） 人権啓発課長。 

人権啓発課長（増田好宏君） すみません。あわせて御説明したらよかったんですが、現在、

隣保館デイサービス事業でお年寄りがずっと来ていただいているんですけれども、それにつ

いては建設課の協力を得まして、住宅の集会所、あれをきれいに片づけて今現在もう使用し

ております。そちらのほうで朝から夕方まで、お年寄りはそちらのほうに詰めていただいて

おります。 

  もう１点は、去年まで同じくデイサービス事業でやっていたんですけれども、ことしから

は地域交流事業にかわりました給食サービス事業を、それについては、きれいな調理場とい

うのか大きな調理場が必要なので、西部区の集会所、これは区長さんにお願いしまして、そ

こを借りる形をとりました。 

  あと、一般の窓口業務につきましては、私らが、職員が部屋を転々とすることになります

ので、現在は事務室は空っぽになっておりまして、奥の今まで相談室に使っていた部屋に机

等を持っていって、パソコンのケーブル等を伸ばして使用しております。工事としましては、

事務室だけを、二度手間になるんですが、事務室だけを先に完成させていただいて、もとへ

戻った中でほかの部屋を一遍にするという形をとっていただく形になっております。業務の

窓口業務はそういう形で現在も実施しておりまして、笠置会館は工事中になりますが、あと

相談事業、住民からの相談につきましても今の現在のあいている部屋、工事に着手していな

い部屋のほうを利用させてもらって、そこも転々した中でちょっと相談事業に対処していき

たいというふうに考えております。主な業務はそういうことなんですけれども、一般業務は

そういう形で会館で今も実施しておりますし、これからも実施していくという形をとってお

ります。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第３１号、平成２８年度笠置町笠置会館耐震補強
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改修及び大規模修繕工事請負契約の締結の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第３１号、平成２８年度笠置町笠置会

館耐震補強改修及び大規模修繕工事請負契約の締結の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） これで本日の会議を閉じます。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  第２日目は９月２１日午前９時３０分から開会します。通知は省略します。 

  本日は御苦労さんです。 

散  会   午後１時４５分 

 


